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１．バイオマスマーク事業諸規程改定に関するご意見・ご要望と回答（抜粋）
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番
号

分類 ご意見・ご要望の内容 ご回答

38
マーク
使用

使用契約者以外が商品の一部に認定商品
を使用する場合、使用契約更新時に過去
２年間の販売品リストの提出を求める、説
明資料に記載がありますが、複数の事業者
にマークを使用してもらっている場合、一括し
て販売品リストを協会に送付する必要がある
のでしょうか。
また、使用契約者自身の過去２年間の販
売品リストも同時に提出が必要でしょうか。

「別添２ バイオマスマーク使用の手引き（案）第３ バイオマスマークの使用権
１ 使用契約者に属す使用」にて、「使用契約者がバイオマスマーク認定商品を提
供する先で、それを商品の一部に使用する場合は事務局の指示する方法で届け
出る。」としています。具体的には、「事務局が使用契約者に対して、バイオマス
マーク使用契約更新時に過去２年間の販売品リストの提出を求める」ことで考え
ています。リストは使用契約者様が把握しているものを提出下さい（少なくとも使
用承諾している販売者及び販売名）。
さらに、使用契約者が提供した先のものがバイオマスマーク認定商品そのものの販
売名、型式・品番を変更して販売する場合は、使用契約者が様式４を用いて、
バイオマスマーク認定商品を提供した先の者が販売する販売名、型式・品番を申
請下さい。また、使用契約者自身の販売品の販売名、型式・品番の変更は、その
旨を変更申請下さい。

31
マーク
表示

バイオマスマーク認定商品の提供を受けた者
によるマーク使用（2次利用）について、2
次利用者は認定事業者をCCに入れることで、
事務局へのマークデザイン確認は可能か。

ご認識の通り可能です。
表示案確認メールを事務局に送信する際、使用契約者がCCに入っていれば問題
ありません。

33
マーク
使用

使用契約者をCCに入れて表示案を送る、と
あるが、発売前の表示案は秘密情報である
ため、使用契約者のインキメーカーにも見せる
ことができない。その場合の対応を考慮してほ
しい。

（省略） 二次利用者が発売前に使用契約者に開示できない場合は、使用契
約者がバイオマスマークの使用を承諾している旨を事務局にご連絡下さい。発売後、
二次利用者は、使用契約者及び日本有機資源協会へバイオマスマーク表示
（認定番号、販売者名、販売名）を報告下さい。

バイオマスマークの使用及び表示に関して、上記3項目はバイオマスマーク事業諸規程に具体的に明記しておらず、説

明会及びにてQAでご説明しました。事業者の皆様の理解をさらに深めて頂くため、今回ご説明します。



２．バイオマスマーク使用契約者及び契約者以外のマーク利用について 
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パターン 使用契約者が取得した
バイオマスマーク

使用契約者以外がバイオマ
スマークを使用

申請または届出
（使用契約者⇒協会）

⓪ 申請事業者自身が申請
商品又は申請商品が組
み込まれる商品を販売

－
●様式１（様式４※１）
 販売名や型式・ 品番
（認定商品毎）

① 商品の一部に認定商品を
使用して販売（2次利用）

●事務局の指示する方法で
 届出（※２）
 2次利用者（販売者）・
 販売名のリスト
（認定商品毎）

② 認定商品そのものを販売名
等を変えて販売（OEM）

●様式１（様式４※１）
 OEM先の名称（販売者）
・販売名、型式・品番

（認定商品毎）

バイオ文具(株)
カラーファイル JORA文具(株)

虹色ファイル

※１ 変更した認定商品の発売から6 か月以内に変更申請
※２ 使用契約更新の際に届出

【バイオマスマーク利用パターンと申請・届出】
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２．バイオマスマーク使用契約者及び契約者以外のマーク利用について 

【バイオマスマーク利用パターン①の2次利用リスト届出の方法 】

認定商品を使用する商流が長い、事業者において複数の認定商品を取得している等の場合、

バイオマスマーク使用契約の更新毎に2次利用リストを届出することが煩雑になることが想定されます。

そこで、複数の認定商品の一括届出、届出頻度・2次利用の期間の設定等、想定される方法に

関して、協会にご相談下さい。

【バイオマスマーク利用パターン①の2次利用リスト届出のご案内】

■‘26年6月1日以降、使用契約締結のご案内時に、契約更新時の2次利用リスト届出の事前案内①を連絡

します【継続】。 また、契約更新のご案内（満了の3ケ月前の請求書送付）時に、次回契約更新時の2次

利用リスト届出の事前案内②を連絡します【一定期間】。

■さらに、契約更新のご案内時（契約満了のおおよそ3ケ月前（請求書送付時））に、2次利用リストの届出

の本案内③を連絡します【継続】。

26/6/1～

【契約締結の場合】 〇 ●

契約締結のご案内① 契約更新のご案内③

（満了の3か月前）

【契約更新の場合】 ☆ ●

次回契約更新のご案内② 契約更新のご案内③

（満了の3か月前） （満了の3か月前）

1年又は2年

1年又は2年

契約満了
リスト届出
（アドレス：
mark-list@jora.jp)
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【バイオマスマーク利用パターン①の2次利用リスト（ひな型）】

２．バイオマスマーク使用契約者及び契約者以外のマーク利用について 

2次利用リストに関して、上記のひな型を協会ホームページに掲載しておりますので、活用下さい。

２０　　年　　月　　日

バイオマスマーク認定商品２次利用リスト

電話

E-Mail

認定番号

集計期間 20    年　　月　～　　20    年　　月

※可能な範囲で記載下さい

No. ２次利用販売者 ２次利用販売名 ２次利用型式・品番

1

2

3

4

5

使用契約者

（企業名）

担当者

（ふりがな）

部　 署

連絡先
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２．バイオマスマーク使用契約者及び契約者以外のマーク利用について 

【バイオマスマーク利用パターン②のＯＥＭリスト（ひな型）】

様式４ 別添 OEMリストに関して、上記のひな型を協会ホームページに掲載しておりますので、活用下さい。

（様式４　別添） ２０　　年　　月　　日

バイオマスマーク認定商品ＯＥＭ先リスト

電話

E-Mail

認定番号

※可能な範囲で記載下さい

No. ＯＥＭ販売者 ＯＥＭ販売名 ＯＥＭ型式・品番

1

2

3

4

5

使用契約者

（企業名）

担当者

（ふりがな）

部　 署

連絡先
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【参考資料】 様式１ バイオマスマーク認定申請書



9

【参考資料】 様式１ バイオマスマーク認定申請書（続き）
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３．バイオマスマーク表示案の確認方法について

【別添２ バイオマスマーク使用の手引 第４】

使用契約者からバイオマスマーク使用承諾を受ける
↓

使用契約者からバイオマスマークの供与
↓

使用契約者を通して表示案を事務局へ提出
↓

事務局での表示案の確認・了承・連絡
↓

使用契約者が使用契約者から提供された者に事務局の了承を連絡
↓

認定商品へ表示

（重要）

使用契約者の管理責任の下

表示案確認メール（mark-design@jora.jp）を事務局に送信する際、使用契約者がccに

入っていれば良い（使用契約者の管理責任の下であると判断する）

ただし、諸規程改定説明会にて簡易法として以下を説明

2026年4月後半頃より、表示案確認の返信メール内で上記を周知します

mailto:mark-design@jora.jp
mailto:mark-design@jora.jp
mailto:mark-design@jora.jp
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３．バイオマスマーク表示案の確認方法について

【別添２ バイオマスマーク使用の手引 第４】

使用契約者からバイオマスマーク使用承諾を受ける
↓

使用契約者からバイオマスマークの供与
↓

使用契約者を通して表示案を事務局へ提出
↓

事務局での表示案の確認・了承・連絡
↓

使用契約者が使用契約者から提供された者に事務局の了承を連絡
↓

認定商品へ表示

二次利用者が発売前に使用契約者に開示できない場合は、使用契約者がバイオマスマークの使用を

承諾している旨を付記して、マーク表示案を事務局に連絡下さい。

発売後、二次利用者は、使用契約者及び協会へバイオマスマーク表示（認定番号、販売者名、

販売名）を報告下さい

ただし、諸規程改定ご意見・ご要望の回答にて以下を掲載
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ご清聴ありがとう御座いました

本説明資料及び説明会動画は、協会ホームページに掲載予定です。

お問い合わせは、以下のメールアドレスにご連絡下さい。

マーク全般のお問い合わせ: mark@jora.jp

mailto:mark@jora.jp
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